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Outline
1. OA/OSの国内政策動向

2. 大学におけるオープンサイエンスの推進

3. 機関の研究データガバナンス構築の試み

4. これからオープンサイエンスをどのように
進めるか？



1 プロローグ：

OA/OSの国内政策動向



学術論文等の即時オープンアクセスの実現に向けた
基本方針 （2024.2.16統合イノベーション戦略推進会議決定）

 基本的考え方

➀ 公的資金により生み出された研究成果の国民への還元と地球規模課題の解決に貢献

② 国全体の購読料及びオープンアクセス掲載公開料の総額の経済的負担の適正化

③ 我が国の研究成果の発信力の向上

 基本方針
（１） 公的資金による学術論文等の即時オープンアクセスの実施

 公的資金のうち 2025 年度から新たに公募を行う即時オープンアクセスの対象となる競争的研究
費を受給する者（法人を含む）に対し、該当する競争的研究費による学術論文及び根拠データの学
術雑誌への掲載後、即時に機関リポジトリ等の情報基盤への掲載を義務づける。

（２） グローバルな学術出版社等（学術プラットフォーマー）との交渉

（３） 学術論文及び根拠データの機関リポジトリ等の情報基盤への掲載

（４） 研究成果発信のためのプラットフォームの整備・充実

（５） 国際連携

（６） 実施体制その他の事項
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https://www8.cao.go.jp/cstp/oa_240216.pdf

研究データ基盤システム
（NII Research Data Cloud）、

その他のプレプリント、学術論文等の
研究成果を管理・利活用をするための

プラットフォーム



第６期科学技術・イノベーション基本計画 (2021)
…（２）新たな研究システムの構築

（オープンサイエンスとデータ駆動型研究等の推進）

 機関リポジトリを有する全ての大学・大学共同利用機関法人・国
立研究開発法人において、2025 年までに、データポリシーの策
定率が100％になる。

 公募型の研究資金の新規公募分において、2023 年度までに、デ
ータマネジメントプラン（ＤＭＰ）及びこれと連動したメタデータの付
与を行う仕組みの導入率が 100％になる。 
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【数値目標】

Source: 第６期科学技術・イノベーション基本計画
 https://www8.cao.go.jp/cstp/kihonkeikaku/6honbun.pdf

■ 関連文書
統合イノベーション戦略推進会議 （令和 3 年 4 月 27 日）
「公的資金による研究データの管理・利活用に関する基本的な考え方」
https://www8.cao.go.jp/cstp/tyousakai/kokusaiopen/sanko1.pdf



何が
求められているのか
理解できない！

しかも、
研究助成機関ごとに

フォーマットが
違う！

https://www8.cao.go.jp/cstp/common_metadata_elements.pdf



公的資金による研究データの管理・利活用に関する基本的な考え方について

公開・蓄積管理・保存

検索・利用

by
次期

アカデミア、産業界等

収載

※データの説明、管理者、
共有・公開・非公開の区別等の
研究データの概要を示す情報

研究データ基盤システム
（NII Research Data Cloud）

連携を
推進

メタデータ
※

研究者が
付与

研究データを検索・利活用

研究データ

公募型の
研究資金

国立情報学研究所（NII)

（大学間等の高速通信ネットワーク）

〇研究データの公開・共有を推進、産学官のユーザがデータを検索可能

〇ムーンショット型研究開発制度における試行(2020年度開始）、その後、次期SIPに導入

全ての公募型の研究資金の新規公募分に導入(2023年度まで）

高度化・一体的運用
ＳＩＮＥＴ

2020年度に本格運用開始

資金配分
機関

様々なデータ・プラット
フォーム

大学・研究機関
等

EBPMのための
システム

SIP等の分野間
データ連携

バイオ、マテリア
ル等の重要戦
略分野のデー
タ・プラットフォー
ム

欧州等の海外
のプラットフォーム

研究データ基盤システムを中核としたデータ・プラットフォームの構築
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学術論文の公開から、
研究データの公開へ
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公的資金

による

研究成果

研究

データ

学術論文



研究助成機関のOA/OS推進動機

 説明責任

 納税者からの、説明責任への要求。

 研究公正・研究再現性

 研究成果の根拠となる研究データやコードの保存・再現性確保

 経済合理性

 研究の重複の排除。研究データの再利用

 研究成果の利活用拡大

 研究投資による成果を迅速に普及。
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研究データ管理計画
Data Management Plan (DMP)

研究者が、研究プロジェクト期間
中に取得する研究データについ
て、その管理・保存方法や公開
の有無、共有の方法を記すもの。

近年、研究助成機関から、競争
的資金申請時あるいは採択時
に、求められるようになった。

10

データ
生成

データ
加工

データ
解析

データ
保存

データ
共有

データ
再利用

データ

ライフサイクル

用語解説

研究者に、
研究データが自分のものではなく、

公的資金により得られたもの
であることを認識させることが

狙い！

研究助成機関



データ共有の基準としてのFAIR原則
FAIR Data Principles
 To be Findable: (見つけられるために)

 F1. （メタ）データが、グローバルに一意で永続的な識別子（ID）を有すること。

 F2. データがメタデータによって十分に記述されていること。

 F3. （メタ）データが検索可能なリソースとして、登録もしくはインデックス化されていること。

 F4. メタデータが、データの識別子（ID）を明記していること。

 To be Accessible: (アクセスできるために)
 A1. 標準化された通信プロトコルを使って、（メタ）データを識別子（ID）により入手できること。

 A1.1 そのプロトコルは公開されており、無料で、実装に制限が無いこと。 
 A1.2 そのプロトコルは必要な場合は、認証や権限付与の方法を提供できること。

 A2. データが利用不可能となったとしても、メタデータにはアクセスできること。

 To be Interoperable: (相互運用できるために)
 I1. （メタ）データの知識表現のため、形式が定まっていて、到達可能であり、共有されていて、広く適用可能な記述言語を使うこと。

 I2. （メタ）データがFAIR原則に従う語彙を使っていること。

 I3. （メタ）データは、他の（メタ）データへの特定可能な参照情報を含んでいること。

 To be Re-usable: (再利用できるために)
 R1. メタ（データ）が、正確な関連属性を豊富に持つこと。

 R1.1 （メタ）データが、明確でアクセス可能なデータ利用ライセンスと共に公開されていること。

 R1.2 （メタ）データが、その来歴と繋がっていること。

 R1.3 （メタ）データが、分野ごとのコミュニティの標準を満たすこと。
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(出典) NBDC訳, “データ共有の基準としてのFAIR原則”
https://events.biosciencedbc.jp/article/14

(出典) FORCE11, “The FAIR Data Principles”
https://www.force11.org/group/fairgroup/fairprinciples



OA vs. OS
オープンアクセス（OA）

 対象

 論文（＋根拠データ）

 手続き

 公開
– 論文は公開前提で執筆されているため完全公開可

 公開上の留意点

 エンバーゴ期間
– 論文が出版社に著作権譲渡されている場合、出版

から一定のエンバーゴ期間を経ないと、公開不可

 背景

 学術雑誌購読料の高騰
 公的資金による研究成果の社会還元

 最新の動き

 論文出版直後の「即時OA」

オープンサイエンス（OS）
 対象

 研究データ （＋研究活動そのもの）

 手続き

 管理・利活用 （共有・公開）
– 機微な情報を含む可能性があるため

 公開上の留意点

 研究データに付随する機微情報
– 個人情報、知的財産、データライセンス、共同研究契約

の非開示条項（NDA）、国際的技術流出に関わる情報等

 背景

 研究データの利活用拡大
 研究公正、研究再現性

 最新の動き

 多様な貢献評価の「研究評価改革」 12

用語解説
OSは大きな概念だけど、

政策的には狭く、
「研究データの共有・公開」

を指す。



2 大学における

オープンサイエンスの

推進

どこまでやるか・・・？



学術機関における研究データ管理に関する提言
（AXIES）2019年5月

 本文

 付属文書

（目的・効果）

I. 研究データ管理における学術機関の役割

II. 学術機関における研究データ管理の導入目的の実際

III. 学術機関が管理・提供する研究データと利活用の場面

（方法・機能・維持管理）

IV. 学術機関における研究データ管理を成り立たせる条件

V. 学術機関における研究データ管理のための仕組み

VI. 研究データ管理のためのデジタルプラットフォームの機能要件

VII. 研究データ管理のための人材育成

 用語解説

 参考文献
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これで
大学は

共通認識を
持てる

https://axies.jp/report/publications/proposal/



オープンサイエンス推進の目的を
大学として、どのように位置づけるか？
Ⅱ．学術機関における研究データ管理の導入目的の実際

ａ． 機関内学術成果の発信と社会連携による「開かれた学術」の実現

ｂ． 研究広報と外部連携促進による学術機関の認知度向上

ｃ． 機関内研究者向け研究インフラの整備による学術機関の研究力強化

ｄ． 研究データ公開による研究助成機関や国際学術雑誌からの要請への対応

ｅ． 学術研究成果の根拠データの保存・管理による研究データ10年保存ルール
への対応

ｆ． 研究証跡の保存・管理による研究者の保護と機関のコンプライアンス強化

ｇ． 研究データの長期保全と利用提供による学術の継承

ｈ． 研究データの教育利用による学生のデータスキルの向上

15
AXIES「学術機関における研究データ管理に関する提言」2019より
https://axies.jp/report/publications/proposal/
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Q4 
研究データ管理は、どこまで、しなくてはいけないの？

研究面の
研究データ管理

コンプライアンス面の
研究データ管理

機関の研究データガバナンス
（研究データ環境整備含む）

機関の研究発信力強化

機関の研究戦略

研究公正、再現性
情報セキュリティ、アクセス管理、
研究倫理、ライセンス等権利処理、

研究インテグリティ、機微なデータの取扱い 等

研究倫理、ライセンス等権利処理、
研究インテグリティ、機微なデータの取扱い、

情報セキュリティ 等

必須
ただし、程度は
機関による

任意
ただし、義務化の
ものは対応要

・「即時OA政策」には、対応要
・機関の研究成果を網羅的に発信
・特定領域の研究成果発信と研究連携強化 等

・機関で生成される研究データの把握、研究連携等に繋げる
・研究データ利活用強化（機関内外含む）
・研究データ利用環境整備によるトップクラス研究大学へ



統合イノベーション戦略推進会議（R3.4.27）
公的資金による研究データの管理・利活用に関する基本的な考え方

4. 研究開発を行う機関の責務

4-1．データポリシーの策定

研究開発を行う機関は、研究データマネジメントに関するガバナンスのあり方について定
めたデータポリシーを策定する。また、機関リポジトリを有する全ての大学・大学共同利
用機関法人・国立研究開発法人においては、2025 年までにデータポリシーを策定する。

その際、本考え方、ガイドライン等を参考に、管理対象データの範囲や、それら研究デー
タの公開・共有の基準、研究データを他者が利活用する際のルール、研究データの管理
方法等について定める。（後略）

4-2． 機関リポジトリへの研究データの収載と研究データへのメタデータの付与の推進

4-3． 研究データマネジメント人材・支援体制の整備及び評価

4-4． セキュリティの確保、関係諸法令の遵守等
17https://www8.cao.go.jp/cstp/tyousakai/kokusaiopen/sanko1.pdf



大学が、研究者の研究活動についても

責任を持たなくてはいけない時代

大学事務局

研究活動については、

研究者に任せて

おきたかったのに・・・。



日本における研究不正防止に関わる政策動向
…研究データに関連して

19

 科学技術・学術審議会 研究活動の不正行為に関する
特別委員会「研究活動の不正行為への対応のガイド
ラインについて」（2006.8.8）

 文部科学大臣決定「研究活動における不正行為への
対応等に関するガイドライン」（2014.8.26）
 研究不正防止に関わる「機関の責任」の明確化

 一定期間の「研究データの保存・開示」の明確化

 日本学術会議「（回答）科学研究における健全性の向
上について」（2015.3.6）
 「研究データ10年保存ルール」の提示



20

現在、最低限対応する必要のある

 OA/OS/RDM
 研究公正への対応
 研究データ10年保存ルール

 即時OA義務化
 公的資金による学術論文と根拠データの学術雑誌掲載後、即時の

機関リポジトリ等への掲載

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

 機関としての研究データポリシー策定

 研究助成機関のDMP要求への対応

 公開・共有するデータの適切な管理、ライセンス付与

研究データ管理
については、

やるべきことの基準が
明確でない・・・。



先行大学の研究データポリシー
（2025.12.20現在 143ポリシー）

1.「京都大学 研究データ管理・公開ポリシー」（令和2（2020）年3月
19日研究者情報整備委員会承認、 「ポリシーについての解説・
補足」あり）

2.「名古屋大学 学術データポリシー」（令和2（2020）年10月20日教
育研究評議会承認、「解説」あり）

3.「国立大学法人東京工業大学の研究データポリシー」（令和3
（2021）年4月16日）

4.「東北大学 研究データ管理・公開ポリシー」（令和3（2021）年12月
9日総長裁定、「解説」あり）

5.「東京都立大学 研究データポリシー」（令和4（2022）年2月28日研
究推進委員会承認、「解説・補足」あり）

6.「金沢大学 学術データマネジメントポリシー」（令和4（2022）年
3⽉11⽇制定）

7.「広島大学 研究データ管理・公開・利活用ポリシー」（令和4
（2022）年6⽉21⽇教育研究評議会決裁）

8.「国立大学法人群馬大学 研究データポリシー 」（令和4（2022）年
7⽉6⽇役員会決定、解説あり）※公開されたのは2023年2月
頃？

9.「慶應義塾 学術データ管理・利活用ポリシー」（研究連携推進本部
研究データ特別委員会 、令和4（2022）年7月21日公開、「解
説」あり）

10.「神戸大学 研究データ管理・公開ポリシー」（令和4（2022）年
7⽉21⽇教育研究評議会承認、「解説（暫定版）」あり）

11.「国立大学法人鳴門教育大学 研究データポリシー 」（令和4
（2022）年10⽉12⽇学長裁定）

12.「国立大学法人佐賀大学 研究データ管理・公開ポリシー」（令和5
（2023）年2⽉3⽇制定、「解説」あり）

13.「東京大学 研究データ管理・利活用ポリシー」（令和5（2023）年
2⽉22⽇役員会議決、「補足説明・用語解説」あり）

14.「国立大学法人一橋大学 研究データ管理・公開ポリシー」（令和5
（2023）年3⽉2⽇教育研究評議会承認、「解説（暫定版）」あり）

15.「愛媛大学 研究データポリシー」（令和5（2023）年3⽉8⽇制定、
「補足・解説」あり）

16.「信州大学 研究データ管理・公開ポリシー」（令和5（2023）年
3⽉15⽇役員会・教育研究評議会承認、「解説」あり）

17.「九州大学 研究データ管理・公開ポリシー」（令和5（2023）年
3⽉16⽇教育研究評議会決定、同年4月20日公開、「解説」あ
り）

18.「東京外国語大学 学術データ管理・公開ポリシー」（令和5
（2023）年3⽉22⽇制定、「解説」あり）

19.「名古屋工業大学 学術データポリシー」（令和5（2023）年
3⽉22⽇制定、「解説」あり）

20.「大阪大学 研究データポリシー」（令和5（2023）年3⽉24⽇策定
（総長裁定）、「解説」あり）

21.「奈良先端科学技術大学院大学 研究データ管理・公開ポリ
シー 」（令和5（2023）年3⽉27⽇策定（学長裁定）、「解説」あり）

22.「立命館大学 研究データポリシー」（令和5（2023）年3⽉29⽇策
定、「解説」あり）

23.「同志社大学 研究データ管理・公開ポリシー」（令和5（2023）年
4⽉1⽇策定、「解説」あり）

24.「藍野大学 研究データ管理ポリシー」（令和5（2023）年4⽉1⽇策
定）

25.「国立大学法人千葉大学 研究データポリシー」（令和5（2023）年
6⽉27⽇役員会決定、「解説」あり）

26.「福岡工業大学・福岡工業大学短期大学部における 研究データ
ポリシー 」（令和5（2023）年7⽉1⽇学長裁定）

27.「国立大学法人福井大学 研究データ管理・公開ポリシー」（令和5
（2023）年7⽉19⽇学長裁定、「解説」あり）

28.「鹿児島大学研究データ管理・公開ポリシー」（令和5（2023）年
9⽉21⽇教育研究評議会決定）

29.「国立大学法人東京学芸大学 研究データ管理・公開ポリシー（含

解説等）」（令和5（2023）年10⽉17⽇制定、「解説」あり）

30.「静岡大学 研究データマネジメントポリシー」（令和5（2023）年
10⽉18⽇教育研究評議会決定、「解説・補足」あり）

31.「北陸先端科学技術大学院大学 研究データ管理・公開ポリシー」
（令和5（2023）年12⽉4⽇学長裁定、「解説」あり）

32.「国立大学法人滋賀大学 データ管理・公開ポリシー ～責任ある
研究データの管理・公開に向けて～」（令和5（2023）年
12⽉12⽇策定）

33.「お茶の水女子大学研究データ管理・公開ポリシー」（令和5
（2023）年12⽉12⽇学長戦略機構会議了承、「解説」あり）

34.「福島大学 研究データ管理・公開ポリシー」（令和5（2023）年
12⽉20⽇研究推進機構策定、「解説」あり）

35.「電気通信大学 研究データ管理・公開ポリシー」（令和5（2023）
年12月22日 役員会決定、「解説」あり）

36.「早稲田大学 研究データ管理・公開ポリシー 」（令和6（2024）年
1⽉12⽇決定・公開、「解説」あり）

37.「奈良国立大学機構 奈良教育大学及び奈良女子大学における
研究データの管理、利活用に関するポリシー」（令和6（2024）年
1⽉15⽇奈良教育大学教育研究評議会了承、令和6（2024）年
2⽉22⽇奈良女子大学理事長裁定、「解説」あり）

38.「山形大学 研究データポリシー 」（令和6（2024）年1⽉16⽇役員
会決定 、「補足」あり）

40.「国立大学法人九州工業大学 研究データポリシー」（令和6
（2024）年2⽉7⽇教育研究評議会承認）

41.「岡山大学 研究データポリシー 」（令和6（2024）年2⽉15⽇制定、
「解説」あり）

42.「（横浜市立大学） 研究データ管理・公開ポリシー」（令和6
（2024）年3⽉1⽇制定、「解説」（学内限定）あり）

43.「香川大学 研究データポリシー」（令和6（2024）年2⽉16⽇制定、
「補足・解説」あり）

44.「徳島大学 研究データポリシー」（令和6（2024）年3⽉7⽇役員会
制定、「解説」あり）

45.「鳥取大学 研究データ管理・公開ポリシー 」（令和6（2024）年
3⽉13⽇教育研究評議会承認）

46.「国立大学法人東京農工大学 研究データポリシー 」（令和6
（2024）年3⽉18⽇大学情報委員会決定、「解説」あり）

47.「琉球大学 研究データポリシー 」（令和6（2024）年3⽉19⽇学長
裁定、「解説」あり）

48.「横浜国立大学 研究データ管理・公開ポリシー 」（令和6（2024）
年3⽉21⽇学長裁定、「解説」あり）

49.「大阪教育大学研究データポリシー」（令和6（2024）年3月21日
教育研究評議会・役員会承認、令和6（2024）年4月1日学長裁
定）

50.「東京薬科大学 研究データポリシー」（令和6（2024）年3⽉26⽇
適用、「解説」あり）

51.「宮崎大学 研究データ管理・公開ポリシー 」（令和6（2024）年
3⽉28⽇役員会決定、「解説」準備中）

52.「京都工芸繊維大学 研究データポリシー」（令和6（2024）年
3⽉29⽇学長決定、「解説・補足」あり）

53.「山口大学 研究データポリシー」（令和6（2024）年4⽉1⽇副学長
（学術研究担当） 裁定、「ポリシーの運用について」あり）

54.「筑波大学 研究データポリシー」（令和6（2024）年4⽉1⽇学長決
定、「解説・補足」「策定の背景」あり）

55．「広島修道大学 学術データポリシー」（令和6（2024）年4⽉10⽇
策定、「解説」あり）

56.「名城大学 研究データ管理ポリシー」（令和6（2024）年4⽉17⽇
公開、「解説」あり）

21https://sites.google.com/view/axies-jpcoar/project/%E5%9B%BD%E5%86%85%E5%A4%A7%E5%AD%A6%E3%81%AE%E7%A0%94%E7%A9%B6%E3%83%87%E3%83%BC%E3%82%BF%E3%83%9D%E3%83%AA%E3%82%B7%E3%83%BC%E4%B8%80%E8%A6%A7
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https://icts.nagoya-u.ac.jp/ja/datapolicy/



「大学における研究データポリシー策定のための
ガイドライン」（AXIES）

 大学において研究データポリシ
ーを策定するにあたっての考
え方や手順をとりまとめ。

目次

1. 利用にあたって

2. ポリシー策定するにあたって

3. ポリシーの類型

4. ポリシーの項目と検討の視点

5. ポリシー策定のプロセス

 大学ICT推進協議会（AXIES）

23Source: 大学ICT推進協議会「学術機関における研究データ管理に関する提言」（2021）
https://rdm.axies.jp/sig/70/



3 機関の
研究データガバナンス
構築の試み



今、大学に

求められている

研究データ管理

とは？

研究データの

機関管理

今まで、どれも
研究者まかせ
・・・。



前文

I. 基本方針

1. 本ポリシーの目的

2. 用語の定義

3. 適用範囲

4. 機関が管理・公開する研究データの考え方

5. 機関における研究データ管理・公開の考え方

6. 機関と研究者の協力の原則と各自の責務

II. 研究データの管理・公開の実施方針

7. 研究データの管理・公開の実施方針の全体像

8. 研究データの管理·公開に関わる責任

9. 機関による研究データの管理・公開の推進

10. 研究データの管理・公開の枠組み

11. 研究データの管理

12. 研究データの共有・公開及び利活用への配慮

13. 組織整備研究データの機関提供と利活用の促進

14. 研究データの管理・公開のための環境整備

15. 機関における研究データの管理・公開についての体
制

16. 研究者の退職・採用に関わる対応

III. 雑則

17. 関連法令等

18. ポリシーの定期的見直しと試行

国立情報学研究所研究データ管理・公開ポリシー
～責任ある研究データの管理・公開に向けて～（試行版）

「基本方針」と
「実施方針」に

分離



NII研究データポリシー
…5.1条  研究データの管理・公開の原則



DMP →  DMR
Data Management Record

の提案

DMR

大学の研究データガバナンスは、
計画ではなく、

研究データの取扱いに関する
記録で担保される



日本型の研究データ機関管理（イメージ）
「機関と研究者」の協力関係の上に成り立つ研究データの機関管理

 「機関と研究者」の協力関係の上に成り立つ研究データの機関管理とすることで、米国コンプライアンス型の
「機関は研究データのオーナー、研究者は管理者」という図式を回避する。

• そもそも、無体のデータには所有権が認められないため、この考え方の方が適切。

 このイメージでは、研究者も機関の一員と位置づけるため、研究者は自分の手元に研究データを置いておく
ことができる。

 ただし、機関は「研究データとその管理」の実態を把握していなければならないため、研究者は機関に対して
最低限のレポーティングする必要がある。また、緊急時には、研究データをすぐに提供できなければならない。 

研究者 機関
協力関係

研究データ管理

可能な限りの共有・公開

機関にレポーティング

管理の環境整備

共有・公開の環境整備

コンプライアンス対応

社
会

利活用促進

コンプラ対応

研究者も
機関の一員と
位置づける
と良い！

第4条
第7条

Ｄ
Ｍ
Ｒ

第6条



NIIの研究データガバナンスの
仕組み

研
究
者

 研究データとその管理方針・記録（DMP/R）
を機関と共有

 研究成果と研究データを可能な限り公開

機
関

 研究データの機関管理とコンプラ対応

 研究者の研究データの管理・公開の
ための環境整備

• 研究者が、機関提供環境以外において自身の研究データを管理・保存、共有・公開することは自由です。

• ただしその場合、（特に不慮の事態における）機関による組織的バックアップは得られず、自身で責任を持って対応
する必要があります。 

研究データの
機関管理

研究者

研究ﾃﾞｰﾀ

DMP/R

機関

作成、保持、
機関と共に管理

研究データ管理
基盤の提供

（DMRツール含む）

研究データガバナンス
のための閲覧・保存

研究ﾃﾞｰﾀ

DMP/R

研究ﾃﾞｰﾀ

DMP/R研究者

研究者

社
会

利活用促進

コンプラ対応

機関リポジトリ

研究成果 研究データ

研究成果の
公開

OA、閲覧

研究データ公開
基盤の提供

• 研究活動中の利用
• 研究データ10年保存ルール



31

データガバナンス（DG）モデル
- ポリシーとルールの下での研究データ管理（RDM）

ポリシー、ルール

プロジェクト
の RDM 方針

分野の
ポリシー

PI

研究コミュニティ

ルール作成者

機関の RDM 
ポリシー

学術機関

助成機関
による要件

助成機関
研究公正と
研究倫理の

側面

研究目的と
再現性の

側面

RDM 上の
要件

PI と共同研究者

研究を実施
DMP

研究者側の DG

機関側の DG
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研究者に役に立つDMP/DMRの検討
研究面の
研究データ管理

コンプライアンス面の
研究データ管理

DMP/DMR
ツール

• 確実な研究、研究再現性
• 研究データの来歴、ライセンス等の管理
• 研究貢献と各種権利の管理
• 研究データへのアクセス管理
• 研究保存領域、計算機リソースの確保・管理

• 法令・規則等の遵守
• 研究データの安全管理、情報セキュリティ
• 個人情報、機微情報等の適切な取扱い
• ライセンス、秘密保持契約等の遵守
• 研究公正、研究データ10年保存 等

研究データポリシー

研究データ管理記録（DMR）を
ラボノートとして確認

DMP

研究データ
管理記録

（DMR）

研究データの
取扱いが

記録されていて
助かる！

研究者
職員

研究者の
研究も機関管理する
このご時世・・・。



豪州大学の機関内DMP利用の試み



豪州大学の学内DMP導入の経緯

1. 豪州研究助成機関が、研究者ではなく、機関に対して
「責任ある研究実践」を求めた。

 Australian Code for the Responsible Conduct of 
Research 2018

2. また、付随して、機関における研究データ管理のガイド
を提示した。

 Management of data and information in research

3. これらにDMPは言及されていないが、一部の大学は
DMPを機関内に導入することにより、機関のデータガバ
ナンスを構築しようとしている。

4. なお、現状では多くの場合、研究者ではなく、（研究開始
の条件として）大学院生にDMP作成を義務化している。

https://www.nhmrc.gov.au/about-us/publications/australian-code-responsible-conduct-research-2018



Management of data and information in research
—a guide supporting the Australian Code for the Responsible Conduct of Research

2. Responsibilities of institutions
2.1 Provision of training for researchers
2.2 Ownership, stewardship and control of research data and 

primary materials
2.3 Storage, retention and disposal
2.4 Safety, security and confidentiality
2.5 Access by interested parties
2.6 Facilities 

3. Responsibilities of researchers
3.1 Retention and publication
3.2 Managing confidential and other sensitive information
3.3 Acknowledging the use of others’ data
3.4 Engagement with relevant training

https://www.nhmrc.gov.au/about-us/publications/australian-code-responsible-conduct-research-2018



シドニー工科大学のDMP（例）
 Project
 People
 Ethics and Security
 Information Security Classification 

(public/internal/sensitive/confidential)
Research involves:

 Human participant data
 Use of animals

:
Ethics approval needed (y/n)

 Data Collection and Storage
Data collection methodology
File type, file format
Storage location

 Data Retention and Disposal
Minimum retention period
Data steward
Commitments to destroy data prior to 

end of retention period
 Access and Rights
Copyright and intellectual property 

owners of data created in project
Access after the project
Use of secondary or third-party data
Attach ethics approval, licenses

 Research Workspace

https://www.lib.uts.edu.au/services/services-for-researchers/manage-your-information-and-data
https://www.youtube.com/watch?v=5uuvhPdcsqs&t=128s



シドニー工科大学
…ストレージ・オプション

https://www.lib.uts.edu.au/services/services-for-researchers/manage-your-information-and-data
https://www.lib.uts.edu.au/sites/default/files/2020-11/research_data_storage_options_for_uts_researchers.pdf



シドニー工科大学のDMP（例）
…DMPを中核に各種システムを連携

https://eresearch.uts.edu.au/2018/07/04/APRI_2018_provisioner/index.html
https://zenodo.org/record/4817188#.YkWdbeczYQ8
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DMPを利用して、
全学で必要となるストレージ等を予測・準備できないか？

Hot Storage

Cold Storage

機微データ用
ストレージ

データ共有・公開用
リポジトリ

HPC

秘密計算用
リソース

○○年度採択分「全学の
研究データ管理計画（DMP）」

全学で必要となる
ストレージや計算機リソースを

予測・準備

研究助成
採択段階

全学のストレージ＆計算機リソース
の予測・手配

研究プロジェクトA（DMP）

研究プロジェクトB（DMP）

研究プロジェクトC（DMP）

必要なデータ容量
・計算機リソース

機微なデータの容量
・計算機リソース

共有・公開データ容量

研究データ10年保存

情報基盤センター

研究者

そういう研究なら、
ストレージと

計算機リソースが
最低、○○必要となる

研究助成
申請段階

研究者への助言



4 これから
オープンサイエンスを
どのように進めるか？



EU: Open Science Monitor
I. 学術論文のオープンアクセス
 学術論文のオープンアクセス
 プレプリント
 異なる学術出版プラットフォーム
 助成機関のオープンアクセス・ポリシー
 オープンアクセスに対する研究者の態度

II. オープンな研究データ
 研究データ用リポジトリ
 助成機関のデータ共有ポリシー
 研究データ共有に対する研究者意識

III.オープンな学術ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ
 オープン査読
 学術雑誌のオープン査読ポリシー
 Altmetricの利用
 論文の修正・リトラクション

41Source: Open Science Monitor
https://ec.europa.eu/research/openscience/index.cfm?pg=home&section=monitor

Open Science Monitor



オープンサイエンス

―競争から協調パラダイムへ

42

従来からの「競争パラダイム」

・Winner takes it all

・研究資源の囲い込み

・卓越した研究者

・永遠に追いつかない

途上国、一般の研究者
力を合わせることで、より大きなゴール
を実現！人類の幸福と共栄へ！

これからの「協調パラダイム」



研究評価促進連合 （2022.12.1設立）
Coalition for Advancing Research Assessment, CoARA

 「研究評価の改革に関する合意書」に基づき、研究評価の見直しを進める連合体。

 合意書に署名した機関・国は、それぞれに研究評価の見直しを進め、評価基準や方法、プロセス
などについて定期的に報告し、情報共有をすることで、連合体として研究評価改革を進める。 

 署名機関・国は、１）2023年末、あるいは合意書に署名してから1年以内に初回の報告を行い、
２）2027年末、あるいは合意書署名5年以内に、研究評価の基準・方法・プロセスの評価と開発
について、最低1サイクルを終了していることに合意する。 

43https://coara.eu/agreement/the-commitments/

 研究評価見直しの方向性 （合意書のコミットメント）

1.研究の性質やニーズにより、研究貢献の内容やキャリアに
おいて多様性があることを認識する。

2.質的評価を研究評価の基本とする。この際、査読を質的評
価の中心とし、責任ある量的指標の利用により評価を補完
する。

3.学術雑誌あるいは論文に基づく指標（特にJIF、h-index）の
不適切な利用を避ける。 

4.研究評価において機関ランキングの利用を避ける。

5.研究評価改革のための組織変革に必要なリソースを確保・
利用（コミット）する。 

6.研究評価の基準・方法・プロセスを見直し、開発する。

7.研究評価改革について機関内の認識を醸成し、研究評価
の基準やプロセス、その利用について、透明性のあるコ
ミュニケーション、ガイダンス、研修を提供する。

8.連合体内及び、連合体を超えて、研究評価の実践や経験
を共有し、お互いから学ぶ。

9.合意書のコミットメントへの進捗状況を報告・共有する。

10.研究評価の実践・基準・方法を具体的なエビデンス及び、
最新の「研究の研究」に基づき評価する。エビデンス収集
のために、情報をオープンに共有する。

欧州域外からも
参加可能だよ！ 

40 か国
 350 機関以上が

参加
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研究ＤＸ時代の「研究」の名称

米国 (1998)

• Cyber-
infrastructure

英国 (2000)

• E-Science

豪州 (2012)

• eResearch
ＥＵ (2008, 2016)

• Science 2.0,
Open Science

日本 (2020)

•データ駆動型科学、

研究ＤＸ

https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-030-66262-2_1

研究を
新しい

次元へ！



研究データの

機関管理・公開のための

体制整備

大学としての

研究データの

利活用へ



46

高等教育・学術の
新たなパラダイムへの転換ステップ

大学

社会

I. 社会から隔絶された
「象牙の塔」としての大学

自己規律、学問の自由、
エリート、学習共同体

社会
教育

サービス

研究
サービス

授業料

公的資金

高等教育
人材

学術成果

II. 社会の高等教育・学術装置
としての大学

大  学

社会
Value for money, 受益者負担、

説明責任・透明性、広報・アウトリーチ

共同
研究

共同
学習

協働
Proj

課題
解決

産学
連携

III. 社会とのオープンコラボレーション
により成り立つ高等教育・学術

社会

協働の場、ファシリテーションの提供
フレキシブルで多様な対応、社会と共に発展

高等教育・学術
プラットフォーム

（出典）博士論文 図4.8
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時間差で起きる
教育面と研究面の高等教育のマス化

大学
進学率
上昇

学内の
学生層
変容

社会の
大卒者
拡大

社会と
学術界の
距離縮小

社会と
学術界の
融合？

学生に合わせた

大学教育体制

初年次教育

大学経営・執行部 等

社会において必要

とされる大学教育

コンピテンシー教育

専門職業人育成 等

社会からの学術への

要求顕在化

公的資金を得た

研究成果の公開等

社会のための学術

社会と共に進む学術

社会的課題解決

市民科学、インパクト等

教
育
面

研
究
面

（出典）博士論文 図5.1.4

高等教育のマス化

研究のマス化

最近の
オープンサイエンスの動きは、

「研究のマス化」現象と
言えるのでは？

船守提唱の概念



地域社会との連携・融合を図る
地方大学のオープンサイエンスモデル

研究
データ

課題解決
ニーズ

研究
シーズ

E-研究
ツール

E-研究
基盤

連携
ニーズ

R&D
シーズ

学習
ニーズ

オープンサイエンスのコーディネーション

学際研究

社会的
課題解決

学内
共同研究

修論・卒論

データ
サイエンス

演習

E-
研究環境
整備産学連携 ベンチャー、

スタートアップ

総合的
学習

スーパー
サイエンス
ハイスクール

政策立案

社会連携

社会実験

社会DX

人、研究資源、研究の種の
コーディネーション

社会実装

各セクターからの
研究ニーズ/シーズ、研究資源、ツール等を

組み合わせて、
新たな展開を生む！

大学の教育・研究支援ユニット



オープンサイエンス時代の

責任ある研究データ管理

 機関と研究者の協力に基づく「機関としての研究データ管理」

 機関としての研究データ管理ルールの明確化

 研究データポリシーの下位規定、ガイドライン 等

 エビデンスベースの研究データ管理とするための「研究データ

管理記録」

 DMPからDMRへ

 機関の研究データ管理をPIに委任

 DMP/DMRツールの提供

今まで
研究者任せだった
研究データ管理に
大学が責任を
持たないと！

学長



海外大学事情 mihoチャネル 配信中
https://rcos.nii.ac.jp/miho/

連絡先

国立情報学研究所 オープンサイエンス基盤研究センター
船守美穂（funamori@nii.ac.jp）

https://rcos.nii.ac.jp/miho/
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